
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

高
圧
室
内
作
業
主
任
者
及
び
潜
水
士
免
許
規
程

高
圧
室
内
作
業
主
任
者
免
許
試
験
及
び
潜
水
士
免
許
試
験
規
程

（
高
圧
室
内
作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
一
条

高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
号
）
第

（
新
設
）

四
十
七
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
、
外
国
に
お
い
て
高
圧
室
内

作
業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者
に
相
当
す
る
資
格
を
有
し
、
か
つ
、
高
圧
室
内
作

業
主
任
者
免
許
を
受
け
た
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（

高
圧
室
内
業
務
の
安
全
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。

）
と
す
る
。

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条

（
略
）

（
潜
水
士
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
二
条

高
気
圧
作
業
安
全
衛
生
規
則
第
五
十
二
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

（
新
設
）

め
る
者
は
、
外
国
に
お
い
て
潜
水
士
免
許
を
受
け
た
者
に
相
当
す
る
資
格
を
有
し

、
か
つ
、
潜
水
士
免
許
を
受
け
た
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

る
者
（
潜
水
業
務
の
安
全
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る

。
）
と
す
る
。

第
二
条
の
二

（
略
）

第
二
条

（
略
）

（
実
施
方
法
）

（
実
施
方
法
）

第
三
条

第
一
条
の
二
及
び
前
条
の
免
許
試
験
は
、
筆
記
試
験
に
よ
つ
て
行
う
。

第
三
条

前
二
条
の
免
許
試
験
は
、
筆
記
試
験
に
よ
つ
て
行
な
う
。

２

第
一
条
の
二
及
び
前
条
の
免
許
試
験
の
試
験
時
間
は
、
一
科
目
に
つ
い
て
一
時

２

前
二
条
の
免
許
試
験
の
試
験
時
間
は
、
一
科
目
に
つ
い
て
一
時
間
と
す
る
。

間
と
す
る
。



（
細
目
）

（
細
目
）

第
四
条

第
一
条
の
二
、
第
二
条
の
二
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
条

第
四
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
免
許
試
験
の
実

の
二
及
び
第
二
条
の
二
の
免
許
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労

施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

働
省
労
働
基
準
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

よ
る
。


